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金融庁の課題

３

○ 金融システムの安定確保
欧州財政・金融問題への対応

○ 金融の円滑化
中小企業金融円滑化法の期限到来を踏まえた
中小企業の経営改善・事業再生支援（「出口戦略」）
被災地における二重債務問題

○ 資本市場の信頼性確保
ＡＩＪ投資顧問に関する問題（含 再発防止）
公募増資に関連したインサイダー問題

○ 「日本再生戦略」関連
総合的な取引所の実現
成長マネーの供給拡大（日本版ＩＳＡ等）



1. 中小企業金融の現状



○ ２００９年６月以降、低水準ではあるが改善
○ 依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復

○ ２００９年６月以降、低水準ではあるが改善
○ 依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復

※業況判断Ｄ.Ｉ.は、「良い」の社数構成比から「悪い」の社数構成比を引いて算出。

業況改善

業況悪化

（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注）数字は2012年9月調査時点。（カッコ内の数字は前回調査（2012年6月）との比較）

中小企業
▲１１（▲１)

中堅企業
▲２(▲２)

大企業
２(▲１)

20年9月15日
リーマン・ブラザース破綻

21年12月4日

金融円滑化法施行

23年3月11日

東日本大震災

５

業況判断Ｄ．Ｉ．の推移



※資金繰り判断Ｄ.Ｉ.は、「楽である」の社数構成比から「苦しい」の社数構成比を引いて算出。

資金繰り改善

資金繰り悪化

（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注）数字は2012年9月調査時点。（カッコ内の数字は前回調査（2012年6月）との比較）

中小企業
▲４(▲１)

中堅企業
１１(±０)

大企業
１５(▲１)

20年9月15日

リーマン・ブラザース破綻

21年12月4日
金融円滑化法施行

23年3月11日
東日本大震災

○ ２００９年６月以降、改善の傾向が見られるが、中小企業のＤ.Ｉ.は低水準
○ 依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復

○ ２００９年６月以降、改善の傾向が見られるが、中小企業のＤ.Ｉ.は低水準
○ 依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復

資金繰り判断Ｄ．Ｉ．の推移
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７

注）日本銀行「貸出先別貸出金」の中小企業向け貸出残高の「地方銀行」と「地方銀行Ⅱ」の合計。

地域銀行全体の中小企業向け貸出残高の推移
（平成22年3月～平成24年8月）

▲ 1.5

▲ 1.0

▲ 0.5

0.0
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840,000

850,000

860,000

870,000
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890,000

900,000

3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末

残高（億円） 前年同期比（％）

折線グラフ・・・前年同期比増減率

【平成24年】

平成23年3月11日
東日本大震災

【平成23年】【平成22年】



注１） 各地域銀行からの報告に基づき作成

注２）「東北被災３県」は、岩手県、宮城県、福島県に本店を置く地域銀行の合計。「東北６県」は、左記の３県＋青森県、秋田県、山形県に本店を置く地域銀行の合計。

被災地における地域銀行の中小企業向け貸出残高の推移
（平成22年3月～平成24年8月）

▲ 4.0

▲ 3.0

▲ 2.0

▲ 1.0

0.0

1.0
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3.0

4.0

5.0
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32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末

残高（億円） 前年同期比（％）

東北被災３県

東北６県

東北被災３県の貸出残高

折線グラフ・・・前年同期比増減率

【平成24年】

平成23年3月11日
東日本大震災

【平成23年】【平成22年】

８



2. 中小企業の経営支援のための

政策パッケージの進捗状況と
今後の対応



Ⅰ．中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について （平成23年12月27日公表）

10



○ 各期末までの申込件数（累計）及びその処理の状況

○ 各期末までの実行率

金融機関（1521社）における金融円滑化法の施行状況
―　中小企業者向け　―

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

21年12月末 22年3月末 22年6月末 22年9月末 22年12月末 23年3月末 23年6月末 23年9月末 23年12月末 24年３月末

【単位：千件】

＋371

＋315

＋119

＋317

＋357

＋337

＋308

＋363
申 込 3,133

取下げ 89

審査中 72

謝 絶 78

実 行 2,893

21年12月末 22年3月末 22年6月末 22年9月末 22年12月末 23年3月末 23年6月末 23年9月末 23年12月末 24年3月末

実行率
（実行／〔実行＋謝絶〕）

９９．４％ ９８．２％ ９７．３％ ９７．２％ ９７．２％ ９７．２％ ９７．３％ ９７．３％ ９７．３％ ９７．4％

実行率
（実行／申込）

４０．４％ ７６．７％ ８３．５％ ８７．９％ ８８．７％ ８９．９％ ９０．７％ ９１．８％ ９２．０％ ９２．３％

＋332

＋314

金融機関の金融円滑化への対応状況は、貸付条件の変更等の実行率が９割を超える

水準となっているなど、基本的には、その取組みは定着してきていると考えられる。

○ 条件変更の申出に対する金融機関の対応状況

Ⅱ．「中小企業金融円滑化法の最終延長」基本的な考え方①

11



「中小企業金融円滑化法の最終延長」基本的な考え方②

一方で、貸付条件の再変更等が増加している。貸付条件の変更等を受けながら経営改善計画

が策定されていない中小企業者も存在しているなどの問題を指摘する声もある。
（参考）条件変更を行った中小企業のうち、約８割が複数回の条件変更を行っている。

○ 金融円滑化法施行後の中小企業の状況

※ 「基準金利」：当該債務者と同等の信用度合いを有している債務者に対して、通常適用される貸出金利

「５年以内（最長10年以内）」に達成
されれば可（平成20年11月）。

「３年以内」に達成する
必要。

経営再建の
達成時期

貸出条件の変更時より「最長１年以内」
に策定すれば可（平成21年12月）。

貸出条件の「変更時ま
で」に策定する必要。

計画の
策定時期

中小企業向け融資原則

〔恒久措置〕
～「経営改善計画」の策定時期等～

「貸出条件緩和債権」の要件の弾力化

法的・形式的に経営破綻5.破綻先

実質的に経営破綻4.実質破綻先

経営破綻に陥る可能性が大3.破綻懸念先

・金利の減免や返済猶予等を実施
（貸出条件緩和債権）
・３ヵ月以上延滞

要管理先

「要注意先」のうち、「要管理先」以外
その他
要注意先

財務内容に問題がある等、注意を要する2.要注意先

財務内容に特段の問題なし1.正常先

概 要区分名

不

良

債

権

に

該

当
（
開

示
）

（参考）債務者の区分一覧「貸出条件緩和債権」の見直しについて

不良債権

とならず

取れている

貸出条件の変更を実施

（貸出条件緩和債権）

原則として

不良債権

基準金利

取れていない

不良債権

とならず

経営改善計画

あり

不良債権

なし

原則として

不良債権

債務者区分
「要管理先」以下
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・ 本年度は、中小企業の真の意味での経営改善につながる支援を強力に押し

進めていくための環境整備を行っていく上で極めて重要な１年。

・ こうした観点から、関係府庁（内閣府・金融庁・中小企業庁）による 「中小企

業の経営支援のための政策パッケージ」を策定。

① 金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮

② 企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携

の強化

③ その他経営改善・事業再生支援の環境整備

政策パッケージの主な施策

Ⅲ．「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」 （平成24年4月20日公表）
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１．金融機関のコンサルティング機能の発揮に係る監督指針の概要
（平成23年4月4日）
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金
融
庁

出口戦略
ヒアリング

金
融
機
関

中
小
企
業

中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援全国本部

・専門人材の確保・人員
体制の拡充

・案件の処理期間の大幅
短縮化

中小企業再生支援協議会
（各都道府県）

・企画・業務統括
機能の強化

・協議会との
連携窓口の設置

・中小企業の実態に
合わせた支援基準
の見直し

・中小企業支援の
専門人材の拡充

企業再生支援機構

連携
・
案件
仲介

・支援手法等の共有化
・案件の相互仲介ルールの策定

助言
・
指導

人材
派遣

コンサル
ティング
機能の発揮

活

用

２．企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携
の強化
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３．「政策パッケージ」の主な具体化の状況

抜本的な事業再生、業種転換、事業承継等の支援が必要な場合には、金融機関は、判断を先

送りせず外部機関等の第三者的な視点や専門的な知見を積極的に活用するよう、「中小・地域

金融機関向けの総合的な監督指針」に明記（５月１７日）

企業再生支援機構が事業の再生支援をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準を、中
小企業の実態に合わせたものに改正（７月２０日）

中小企業が負担するデューデリジェンス費用を１０分の１（従前は４分の１又は１億円のいずれか
低い価額）に引き下げ（８月２８日）

中小企業再生支援協議会の専門人材の拡充及び人員の増強（７月以降）

企業再生支援機構の業務として、中小企業再生支援協議会案件に対する相談・助言機能の提
供を認可（６月１４日）

地域の面的再生を促進する観点から、地域金融機関、信用保証協会、政府系金融機関、中小企

業再生支援協議会、企業再生支援機構、事業再生の実務家、法務・会計・税務等の専門家、経

営支援機関、公的機関等が連携して、「中小企業支援ネットワーク」を構築し、地域の関係者の

力を総動員して、中小企業の経営改善や再生を促す環境を整備（８月以降）

金融機関のコンサルティング機能の発揮や、中小企業の経営改善・事業再生支援を行
うための環境整備として、例えば、以下のような施策を実施・具体化

○ 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正○ 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正

○ 企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化○ 企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化

○ 「中小企業支援ネットワーク」の構築○ 「中小企業支援ネットワーク」の構築

17



市 中

国
政府保証

（最大１．７兆円
［24年度予算］）

金融機関等

支援対象となる事業者

過大な債務を負っているが、再生が可能な事業者

（一定の大規模な事業者・地方三公社・第三セクターは除く）

支援対象となる事業者

過大な債務を負っているが、再生が可能な事業者

（一定の大規模な事業者・地方三公社・第三セクターは除く）

（株）企業再生支援機構（株）企業再生支援機構

事 業 再 生 を 支 援

出
資

融
資

経
営
人
材

の
派
遣

「事
業
再
生
計
画
」

策
定
支
援

・資本金２０１億円
・主務大臣の設立認可

政府出資
（100億円）

資金調達

債権

債
権
買
取
り

預金保険
機構

出
資

金融機関

拠出
（101億円）

原則、来年３月末が支援決定期限
（全ての業務終了期限は平成28年３月）

支援実績： ２８件
中堅・大企業 ７件
中小企業 １１件

医療法人・学校法人 １０件

財
務
・事
業
の

評
価

企業再生支援機構は、金融機関等に対し、新た
に以下の役割を発揮することとしている。

・事業再生の専門人材の紹介
・事業再生に関する助言

Ⅳ．企業再生支援機構の概要
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事業内容 支援決定日 機構の出資額 ｽﾎﾟﾝｻｰ 事業内容 支援決定日 機構の出資額 ｽﾎﾟﾝｻｰ

1 日本航空等 航空運送 H22.1.19 ３，５００億円 ○ 15 ヤマギワ 照明器具製造販売 H23.4.15 ５億円

2 ウィルコム 電気通信（携帯電話） H22.3.12 なし ソフトバンク ○ 16 沖創建設 賃貸アパート建設管理 H23.4.28 なし

○ 3 セノー
スポーツ関連器具製造販
売

H22.3.26 ４億円 ○ 17 コロナ工業 アルミ装飾製品製造販売 H23.5.20 ８．９億円

4 養生院 医療・介護 H22.7.7 なし ○ 18 ジョイパック 清涼飲料水受託製造 H23.9.29 なし

5 全人会 医療・介護 H22.8.24 なし
大和会

○ 19 室崎商店 漁業、冷凍倉庫 H23.9.29 ６１０万円

6 富士テクニカ 自動車用金型 ５３億円 20
グランビスタホテル＆
リゾート

ホテル運営 H23.12.1 ２８．５億円

7 宮津製作所 自動車用金型 なし ○ 21
ダイマル・ディメール・
丸竹八戸水産

水産加工 H23.12.22 ０．２億円

○ 8 会津乗合自動車 地方路線バス H22.12.2 １億円 ○ 22 ヤマニシ 造船 H24.2.9 なし

9 岸本医科学研究所 臨床検査 H22.12.9 なし
ビー・エム・

エル
23 白銀会 医療・介護 H24.3.22 なし

○ 10 藤庄印刷 印刷 H23.2.3 ０．１億円 24 惠仁会 医療・介護 H24.3.29 なし

11 大原綜合病院 医療・介護 H23.2.10 なし 25 山本学園 専門学校 H24.3.29 なし

○ 12 芝政観光開発 アミューズメント施設運営 H23.3.3 ０．１億円 26 三栄会 医療・介護 H24.4.5 なし

13 アーク 金型の企画・製作 H23.3.31 ９０億円 27 盛全会 医療・介護 H24.4.12 なし

14 博悠会 医療・介護 H23.3.31 なし 28 真木会 医療・介護 H24.4.12 なし

注）○は中小企業。 合計 ３，６９０億円

H22.9.17

事業者名

（平成24年5月31日現在）

事業者名

企業再生支援機構の実績
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企業再生支援機構による事業再生事例

遊休不動産など
（清算）

遊休不動産など
（清算）

旧 会 社旧旧 会会 社社

金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）

金融機関金融機関金融機関

本社工場など本社工場など 経営陣

従業員

経営陣経営陣

従業員従業員

清
算
手
続
き

新 会 社新新 会会 社社

債権
約18億円

債権
約18億円

債権
約7億円

債権
約7億円

Bad事業BadBad事業事業 Good事業GoodGood事業事業

遊休不動産など
（清算）

遊休不動産など
（清算）

旧 会 社旧旧 会会 社社

金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）金融機関等（旧債権者：メインバンク含む）

金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関

本社工場など本社工場など本社工場など本社工場など 経営陣

従業員

経営陣経営陣

従業員従業員

清
算
手
続
き

新 会 社新新 会会 社社

債権
約18億円

債権
約18億円

債権
約7億円

債権
約7億円

Bad事業BadBad事業事業 Good事業GoodGood事業事業

○ 第二会社方式（Good/Badスキーム）によって、対象会社を
新旧分離

・新会社は本社工場に関連する資産と負債を承継（会社分割）

・旧会社は遊休不動産等を売却し、売却代金を負債に充当。 残債務は特別清算等法的整理で処理

○ 新会社は経営陣・従業員によるMEBO（マネジメント・インプロイー・バイアウト）により設立

Ａ社（清涼飲料製造業）Ａ社（清涼飲料製造業）

○ 売上高：約8.5億円、有利子負債額：約20億円
従業員数：約30名

○ 事業規模に比して多額の借入、実質債務超過

支援実施の意義

○ 地場の雇用確保が図られること

○ 中堅・中小企業の再生の方向性を示す支援で
あること

再生スキーム 第二会社方式 ＆ ＭＥＢＯ

比較的小規模の企業についても、地域経済や雇用確保の観点も踏まえ、
積極的に支援を実施。

比較的小規模の企業についても、地域経済や雇用確保の観点も踏まえ、
積極的に支援を実施。
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中小企業再生支援全国本部

金融機関等 支援対象となる事業者
過剰債務等により経営環境が悪化しているが、再生が可能な中小企業

支援対象となる事業者
過剰債務等により経営環境が悪化しているが、再生が可能な中小企業

中小企業再生支援協議会（全国４７都道府県）中小企業再生支援協議会（全国４７都道府県）

「
再
生
計
画
」

策
定
支
援

金
融
機
関
間
の
調
整

・産業活力再生措置法に基づき、商工会議所等の認定支援機関に設置

債権

●支援実績（平成15年２月～24年3月）
再生計画策定件数 3,200件
相談取扱い企業数 23,881件

財
務
・
事
業
の

評
価

各地の
協議会を
サポート

Ⅴ．中小企業再生支援協議会の概要

事 業 再 生 を 支 援
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○ 公共事業の減少や競争過多により厳しい状況にあった建設会社等４社（中堅・老舗）について、

雇用の確保等の観点から、再生支援を決定

○ 中小企業支援協議会と連携し、地域銀行の事業再生専門子会社と共に再生支援を実施

○ 具体的には、４社の収益事業について、新会社へ再編することを骨子とする再生計画を策定

スポンサー Ｄグループ（地元大手建設業者）

新 会 社 Ａ・Ｂ・Ｃ組

旧会社４社（不要資産や過剰負債など）

GOOD
部門

BAD
部門

GOOD
部門

BAD
部門

GOOD
部門

BAD
部門

GOOD
部門

BAD
部門

Ａ建設

中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会

地
域
銀
行
の
事
業
再
生
専
門
子
会
社

地
域
銀
行

特別清算・解散（金融機関は債権放棄）

出資

Ｂ建設 Ｃ組 Ｃ重機運輸

再
生
計
画
策
定
支
援

中小企業再生支援協議会との連携による事業再生
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信用金庫
（Hub-ハブ）

中小企業支援ネットワーク

１．産学官連携スキーム

墨田区

商工会議所
墨田支部

早稲田
大学

商店街活性化
プロジェクト

信金店舗 区内商店街

江東区

商工会議所
江東支部

東京海洋
大学

千葉商科
大学

○ 地域活性化のために地元の自治体と連携する中で、地元自治体と関わりのある大学を中心に連携を強化し、
平成17年以降、 大学との連携協定を順次締結。

○ 本部専担部署の職員や専任のアドバイザーが、中小企業の課題等に応じて大学へ相談し、アドバイスを受けるほか、
共同研究契約締結への仲介や都の補助金申請への補助等を実施。

Ⅵ．金融機関による新事業支援等への取組み（個別金融機関の事例①）

芝浦工業
大学

関東
経産局信金中金
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当金庫が連携先の大学へ相談

大学教授より、
「混合物の強度を強くするのは難しいが、ポリエチレン製キャップ
とポリプロピレン製キャップの分別装置を作ることは可能では。」

産学官連携スキームの事例

リサイクル関連業者（取引先）からの相談

○当金庫の仲介により、取引先企業と大学との間で共同研究に関する契約

を締結。

○共同研究の結果、静電気を利用した分別装置を開発、今年度中に製品化

し販売予定。

○ペットボトルキャップのリサイクルにおける問題点
「回収時には、ポリエチレン製とポリプロピレン製が混在しており、そのまま溶解し、
リサイクル製品を製造すると、強度が弱くなってしまう。」

強度を強くする添加剤は作れないか。
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○菌床しいたけ栽培を提案した理由

○進出支援の具体内容

徳島県は菌床しいたけの生産量
日本一として知名度が高い

新規参入でも最新の設備・ノウハウを導入
すれば、良質のしいたけ栽培可能

施設栽培のため天候に左右され
ず周年栽培可能

培養後1つの菌床で6～8回収穫

でき、失敗のリスクが小さい

労働集約産業であるため、地域
経済の雇用拡大に貢献

○ 取引先が業況悪化により農業への進出を検討していたことから、
｢菌床しいたけ栽培｣を提案し、事業化に向けた様々な支援を実施

○ 取引先は多角化・業態転換による業績の安定や、慢性的な赤字体質から
の脱却を図っている

栽培技術支援先の紹介

原材料供給先の紹介

工場建築場所の紹介

販売先の紹介

資金調達支援

とくしまマルシェ・食のマッチングフェア参加

地
域
銀
行

２．異業種の農業分野への進出支援（建設業、自動車部品製造業）

Ⅵ．金融機関による新事業支援等への取組み（個別金融機関の事例②）
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業態転換後（菌床しいたけ製造業）業態転換前（自動車部品製造業）

菌床しいたけ 徳島マルシェ ハナビラダケの栽培にも成功

農

業

分

野

へ
の
業

態

転

換
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3. 東日本大震災後の対応



○ 7月17日、復興庁、中小企業庁及び金融庁は、東日本大震災事業者再生支援機構（以下「機

構」）による被災事業者支援の推進策を公表

⇒ 機構は、① 支援決定までの期間の短縮化、② 信用保証協会の保証付き債権の

買取りの迅速化に取り組む。３庁は連携して、機構の取組みを積極的に支援

○ 7月24日、金融庁は、金融機関に対し、「被災事業者に対し機構の役割・機能等を丁寧に説

明するとともに、被災事業者とともに機構の積極的な活用を検討するよう」要請

（参考）推進策の概要

① 支援決定までの期間の短縮化
・通常180日程度必要とされる案件対応期間を90日

程度で完結する業務フローの策定
・事業再生に精通した人材の増員
・金融機関の引当状況も考慮に入れた迅速な処理

② 信用保証協会の保証付き債権の買取りの迅速化

・事業再生計画や買取価格の保証協会への事前の
十分な説明による迅速な合意

・保証協会は、事業再生計画や買取価格の説明を
受けた後、原則3週間以内に結論

・新規融資に対する機構の保証機能の活用

◎ 東日本大震災事業者再生支援機構による被災事業者支援の促進

（出所）機構公表資料

前向き検討（203件）

【機構の相談受付・支援決定に向けた対応状況（646件）】
（平成24年9月28日現在）

東日本大震災後の対応

6%（37件）

14%（91件）

12%（75件）

33%（213件）

36%（230件）

①支援決定 ②最終調整 ③具体的な協議 ④待機中 ⑤その他
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東日本大震災後の対応

◎ 個人版私的整理ガイドラインの活用の促進

○ 個人債務者の私的整理に関する民間関係者間の自主的ルール。これにより、債務者が、

法的倒産手続による不利益を回避しつつ、債権者との間の私的な合意（私的整理）により、

債務免除等を受けることができる。

○ 個人版私的整理ガイドラインの運営状況（平成23年8月22日～24年9月28日）

⇒ 個別の相談：2,835件
債務整理に向け準備中：759件
債務整理の成立：83件

○ ガイドラインについては、被災者にとって利用しやすい制度とするよう運用を見直し

⇒ 手元に残せる財産（自由財産）の上限を500万円に拡張

⇒ 弁護士費用の全額補助を実施

○ ガイドラインの被災者への周知を図るため、個人版私的整理ガイドライン運営委員会と連

携し、チラシの配布、ポスターの貼付、新聞広告等を実施

○ 7月24日、金融庁は、金融機関に対し、「債務者に対してガイドライン利用のメリットや効

果等を丁寧に説明し、当該債務者の状況に応じて、ガイドラインの利用を積極的に勧める

よう」要請
29



法的整理
（破産、個人再生）

個人版私的整理ガイドライン

法的整理（個人破産） 私的整理ガイドライン

個人信用情報（いわゆるブラックリスト）の登録 有 無

債権者の同意 全債権者の同意は不要 全債権者の同意が必要

弁護士費用 20～30万円 全額国庫補助（登録専門家に限る）

個人版私的整理ガイドラインと法的整理の比較

自由財産
（現預金（500万円）、

義援金など）

土地、家屋など

債務
免除

弁済

資産 負債

借

入

金

■債務免除のイメージ：法的整理と個人版私的整理ガイドラインでは債務免除額は基本的に同等

手元に
残せる財産

債権者

第三者
（裁判所、管財人等）

債務者

■法的整理、個人版私的整理ガイドラインによる債務免除のメリット・デメリット

債権者債務者
同意

第三者
（一般社団法人 個人版私的

ガイドライン運営委員会）

全銀協等が
運営経費を拠出

登録
専門家が
支援

（震災の影響により）自らの資産をもって返済できない債務の免除

（注）仙台地裁の破産事件の運用を踏まえ、義援金などのほか、
概ね500万円までの現預金につき、自由財産として認められている。

（債務免除額が法的整理より多くなれば（＝債権者に不利になれば）、債権者は株主代表訴訟等のリスクから利用困難）

※民間関係者による自主的な
ルール。なお、震災前は法人向けは存
在したが、個人・個人事業者向けは存在
しなかった。

債務者と債権者の
合意に基づき、債
務の免除

法律に規定された
手続きに則り、債
務の免除
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4. 24事務年度検査基本方針・監督方針
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24事務年度監督方針の主な内容 

本事務年度は、中小企業金融円滑化法の最終延長の一年であることを踏まえ、中小企業の真の意味での経営改善につながる支援（「出口戦

略」）を強力に推し進める観点から、金融機関に、金融の円滑化に関する多様な取組みを促していく姿勢を強調。また、昨今の欧州債務危機等に

伴うリスク管理態勢の強化、市場変動の影響を受けやすい投資信託等に関する顧客対応の充実、インサイダー取引・年金基金・ＬＩＢＯＲ問題・為

替デリバなど昨今の金融業界を巡る諸問題への適切な対応も、記述を充実。（東日本大震災の被災地へのきめ細かな対応も、引き続き強調。） 

 

 

 

 

 

③ 顧客保護と利用者利便の向上 

○ インサイダー取引・年金基金・ＬＩＢＯＲ問題

等、金融業界を巡る問題への適切な対応 

 

○ 顧客へのきめ細かな対応の強化 

→ 為替相場の動向等を背景とした為替デリ

バに対する適切な顧客対応の徹底 

→ 市場変動の影響を受けやすい、投資信託

等に関するきめ細かな顧客対応 

→ 年金基金等の法人顧客への状況も確認 

 

○ 業務の継続性の実効性確保 

→ システムの継続的な点検、業務継続計画

の実効性確保 

 

② リスク管理と金融システムの安定  

 ○ マクロ・プルーデンスの視点に基づく監督 

→ 欧州の政府債務問題、米中等の経済・金

融動向 

→ 欧州の政府債務問題を踏まえた長期金利

上昇リスクへの対応 

→ 危機の深刻化に備えた外貨流動性管理 

 

○ 収益力強化の取組みを支えるリスク管理態

勢の充実 

→ 他業態の子会社、信託兼営の不動産部門

なども含めた、グループ全体でのリスク管理

態勢強化 

【引き続き取り組む主な事項】 

① 監督行政の取組姿勢等                 ② 円滑な金融仲介機能の発揮         ③ 顧客保護と利用者利便の向上 

→ ベター・レギュレーション（官民ラウンドテーブルの活用等）    → 東日本大震災の被災地への対応              → 相談・苦情処理態勢の充実（ＡＤＲ等） 

→ オンサイト・オフサイト一体的なモニタリングの推進        → 消費者金融への積極的な参加                → 金融機能の不正利用の防止      等 

① 円滑な金融仲介機能の発揮 

○ 中小企業向け融資等 

→ 他の金融機関、外部機関（企業再

生支援機構、中小企業再生支援協議

会等）との連携の重要性を確認 

→ 実抜計画の策定状況、事業再生の

取組み状況等の確認 

→ エクイティファンド等による起業等へ

の支援 

→ 資本性借入金・ＡＢＬ等の多様な金

融手法の活用 

 

○ 住宅ローン 

→ 金利減免に対する対応状況の確認 

平成 24 事務年度監督方針のポイント 

監督方針とは 

金融庁においては、毎年、事務年度（７月１日から翌年の６月30日まで）当初に、監督に当たっての重点事項を明確化するため、金融機関向け

に監督方針を策定し、公表している。 

【本事務年度強調した主な事項】 
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5. その他



日本再生戦略における中小企業金融関連施策

「日本再生戦略」においては、11の成長戦略のうち、「中小企業戦略」及び「金融戦略」の双方に

中小企業金融関連施策を記載。主な施策は、以下のとおり。

将来の成長可能性を重視した金融の実現、地域密着型金融の推進
・ 企業実態を踏まえた検査の徹底（検査マニュアルにおいて、実質的に赤字でない企業の取扱いに

ついての運用の明確化）
・ 資本性借入金の積極活用（活用事例・メリットの周知等）

① 金融円滑化法からの円滑な移行に向けた体制整備
・ 企業再生支援機構・中小企業再生支援協議会・金融機関の連携、機能強化による経営支援の実施
・ 検査方針の明確化（金融円滑化法の期限到来に当たり、金融検査が過度に厳格なものとならないよう配慮）
・ 金融機関に対し中小企業支援状況に係る情報開示を促す

② 個人保証制度の見直し
・ 金融機関との間の取決めに違反した場合のみ保証責任を負う停止条件付保証契約等の検討

③ 動産・売掛債権担保の利用促進策の整備
・ 検査マニュアルの運用の明確化

④ 金融機関による資本性資金の供給促進策（5％出資規制の見直しを含む）の検討
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